
福
祉

あ
ん
し
ん
ボ
タ
ン（
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
）の
制
度
見
直
し

　
現
在
、
町
内
に
住
所
が
あ
る

概
ね
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し

高
齢
者
な
ど
で
、
制
度
の
利
用

を
希
望
す
る
人
に
対
し
、
あ
ん

し
ん
ボ
タ
ン
を
貸
与
し
て
い
ま

す
が
、
令
和
２
年
度
中
に
、
シ

ス
テ
ム
の
移
行
を
行
い
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
一
時
的
に
、
新
規

利
用
の
受
付
を
停
止
し
ま
す
。

内
容
・
要
件
な
ど
制
度
の
概
要

が
決
ま
り
次
第
、
広
報
な
ど
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
福
祉
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９（
４
３
５
）２
３
６
１

心
身
障
害
者
更
生
援
護
補

助
金
の
申
請

　
施
設
ま
た
は
作
業
所
に
通
所

し
て
い
る
次
の
人
に
補
助
金
を

支
給
し
ま
す
。

▼
補
助
金
の
対
象
期
間

令
和
元
年
10
～
３
月
分

▼
補
助
金
の
対
象
額　
施
設
な

ど
へ
の
通
所
日
数
に
応
じ
て
、

定
期
券
か
回
数
券
の
う
ち
安
価

な
方
で
支
給
し
ま
す

▼
受
付
期
間　
必
要
書
類
を
添

え
て
４
月
30
日
㈭
ま
で
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、

福
祉
グ
ル
ー
プ
及
び
各
事
業
所

に
あ
り
ま
す

▼
振
込
予
定
日　
５
月
25
日
㈪

●
更
生
援
護
補
助
金
の
改
正
に

つ
い
て

　
令
和
元
年
10
月
号
で
お
知
ら

せ
し
た
と
お
り
、
更
生
援
護
補

助
金
は
今
回
の
申
請
分
か
ら
交

通
費
の
支
給
の
み
に
改
正
い
た

し
ま
す
。
ご
理
解
の
ほ
ど
お
願

い
し
ま
す
。

▼
申
請
・
問
合
せ

福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９（
４
３
５
）２
３
６
１

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
掛

金
補
助
金
の
交
付
申
請

　
兵
庫
県
心
身
障
害
者
扶
養
共

済
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
に
、

令
和
元
年
度
第
３
期
（
12
月
～

３
月
分
）
の
心
身
障
害
者
扶
養

共
済
掛
金
に
対
す
る
補
助
金
を

交
付
し
ま
す
。
申
請
期
間
内
に

必
要
書
類
を
添
付
し
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
間　

４
月
１
日
㈬
～

10
日
㈮

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
補
助
金
の

支
払
い
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
書
類　
①
掛
金
の
領
収

証
（
12
月
～
３
月
分
）
②
振
込

先
金
融
機
関
を
確
認
で
き
る
も

の
③
印
鑑（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

④
兵
庫
県
心
身
障
害
者
扶
養
共

済
制
度
加
入
証
書

▼
問
合
せ
・
申
請
窓
口

福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９（
４
３
５
）２
３
６
１

訪
問
型
歩
行
訓
練

　
中
途
失
明
者
な
ど
視
覚
に
障

が
い
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
近

隣
生
活
圏
や
通
勤
先
な
ど
に
お

い
て
、
個
々
の
日
常
生
活
に
応

じ
た
歩
行
訓
練
を
行
っ
て
い
ま

す
。

▼
対
象　
町
内
に
在
住
す
る
視

覚
に
障
が
い
の
あ
る
人
で
、
近

隣
生
活
圏
で
の
日
常
生
活
を
送

る
う
え
で
歩
行
訓
練
が
必
要
な

人▼
実
施
方
法　
歩
行
訓
練
士
が

自
宅
や
勤
務
先
な
ど
に
出
向
い

て
行
い
ま
す
（
30
時
間
以
内
）

▼
費
用　

１
時
間
あ
た
り
２
５

０
円
（
住
民
税
が
非
課
税
の
世

帯
は
全
額
免
除
、
均
等
割
の
み

課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
は
半
額

免
除
に
な
り
ま
す
）

▼
問
合
せ
・
申
請
窓
口

福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９（
４
３
５
）２
３
６
１

身
体
障
害
者
自
動
車
運
転

免
許
取
得
費
用
の
助
成

　
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
人
が

自
動
車
運
転
免
許
を
取
得
す
る

の
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

▼
対
象　
次
の
条
件
全
て
に
あ

て
は
ま
る
人

①
町
内
に
１
年
以
上
住
所
を
有

し
て
い
る
人

②
道
路
交
通
法
第
98
条
第
１
項

に
規
定
す
る
指
定
自
動
車
教
習

所
に
お
い
て
技
能
を
取
得
し
、

運
転
免
許
を
新
規
に
取
得
さ
れ

た
人

③
運
転
免
許
取
得
に
要
し
た
経

費
を
、
自
ら
の
負
担
で
指
定
自

動
車
教
習
所
に
支
払
い
を
さ
れ

た
人

④
自
動
車
を
使
用
す
る
こ
と
に

よ
り
就
業
の
安
定
、
生
活
の
向

上
及
び
行
動
範
囲
の
拡
大
に
効

果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
身
体

障
が
い
者
で
、
交
通
機
関
の
利

用
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
人

⑤
過
去
に
お
い
て
、
こ
の
制
度

に
よ
る
助
成
を
受
け
た
こ
と
が

な
い
人

▼
助
成
額　
運
転
免
許
取
得
に

要
し
た
経
費
の
３
分
の
２
以
内

で
上
限
は
10
万
円

▼
申
請
期
限　
免
許
取
得
後
１

カ
月
以
内　

▼
問
合
せ　
福
祉
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９（
４
３
５
）２
３
６
１

保
険

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合

算
制
度
の
申
請

　
「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合

算
制
度
」
は
、
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
両
方
を
利
用
し
、
そ

の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ

て
い
る
世
帯
の
負
担
を
軽
減
す

る
制
度
で
す
。

　

平
成
30
年
度
分
（
平
成
30
年

８
月
か
ら
令
和
元
年
７
月
分
）

の
申
請
の
受
け
付
け
を
し
て
い

ま
す
。

※
対
象
と
な
る
世
帯
に
つ
い
て

は
、
令
和
２
年
３
月
上
旬
に
申

請
の
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す

の
で
、
申
請
方
法
な
ど
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

▼
制
度
の
概
要　

１
年
間
（
８

月
１
日
か
ら
翌
年
７
月
31
日
、

以
下
「
計
算
期
間
」
と
い
う
）

の
医
療
と
介
護
の
自
己
負
担
の

合
算
額
が
自
己
負
担
限
度
額

（
表
１
）
を
超
え
た
場
合
、
超

え
た
部
分
を
支
給
し
ま
す

※
算
定
結
果
が
５
０
０
円
以
下

の
場
合
は
支
給
で
き
ま
せ
ん
。

※
低
所
得
Ⅱ
：
世
帯
員
全
員
が
、

住
民
税
非
課
税
の
場
合
。

※
低
所
得
Ⅰ
：「
低
所
得
Ⅱ
」

の
う
ち
、
そ
の
世
帯
の
各
所
得

が
０
円
で
あ
る
場
合
。
年
金
所

得
は
、
所
得
控
除
を
80
万
円
と

し
て
計
算
し
ま
す
。

▼
必
要
書
類　

被
保
険
者
証
、

印
鑑
、
振
込
先
口
座
を
確
認
で

き
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）、
加

入
す
る
医
療
保
険
ま
た
は
介
護

保
険
に
変
更
が
あ
っ
た
人
は
以

前
の
保
険
で
の
自
己
負
担
額
証

明
書

▼
問
合
せ　

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９（
４
３
５
）２
５
８
１

種　別

※件数は速報値のため、累計数と月毎の
件数の合計が異なる場合があります。

※前年比は、平成31年１月との比較です。

令和２年犯罪累計 件

１月の町内犯罪発生件数　 件
（前年比 件）

加古川市
稲美町
播磨町

人身事故件数 傷 者 死者

令和２年１月末現在
昨年比

83
9
12

（－34）

（±0）

（±0）

91
10
14

（－51）

（＋1）

（－3）

0
0
0

（±0）

（±0）

（±0）

交通事故の状況

犯罪発生の状況

空き巣など 0
オートバイ盗 0
自動車盗 0
自転車盗 0
車上ねらいなど 0
自動販売機ねらい 0
色情ねらい 0
万引き 0
暴行 0
器物損壊 0
その他 0

システムの更新のため
休載

システムの更新のため
休載

放送時間
月～金曜日　8：55～、22：55～
土、日曜日　6：55～、22：55～

火曜日17：30（再23：30）
水曜日13：40（再21：40）
木曜日  8：10（テレビ同時放送）

・４月１日（水）～15日（水）
知ってる？ハリマトゥザ
フューチャー（播磨町）
　・４月16日（木）～30日（木）
土地利用規制の緩和（加古
地区）（稲美町）

BAN-BANテレビ
11ch

東播磨の見て聞いて知って “納得” する
行政情報をわかりやすく発信します。毎
月１日、16日に更新する５分番組です。

BAN-BANラジオ　FM86.9MHz
播磨町タウンインフォメーションを発信中。

今月の内容

おくやみ　【２・３月届出分】
氏　名（敬称略）	 町　名	 年齢
武田 よし子 （古　宮） 89
妻鹿 和夫 （西野添） 77

シルバー人材センター会員の募集　シルバー人材センターは、播磨町に
住む60歳以上の健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。
●入会説明会　毎月第４水曜日　10：00
▶問合せ　シルバー人材センター　☎０７９（４３７）７３８６

（表１）自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額

現役並み　所得者Ⅲ ２１２万円
現役並み　所得者Ⅱ １４１万円
現役並み　所得者Ⅰ 　６７万円

一般 　５６万円
低所得Ⅱ ※ 　３１万円
低所得Ⅰ ※ 　１９万円

４月から福祉会館が町の直営になります
　福祉会館は現在、指定管理者である播磨町社
会福祉協議会が運営していますが、４月より播
磨町の直営となります。
※休館日が日、月曜日休館に変わります。
▶問合せ　福祉グループ☎079（435）2361

福祉会館の総合相談と各種相談
●総合相談　どこへ相談したらいいかわからな
い悩みや困りごとを経験豊かな専門員が対応し
ます。相談者や支援者と一緒に考え、解決の糸
口となるような窓口へとつなげます。
▶相談日時　火～土曜日　９：00 ～ 17：00

（16：00受付終了）※祝日を除く
▶相談・問合せ　予約不要。電話でも福祉会館
内の総合相談窓口でも相談を受け付けています
☎０７９（４３０）６０００　
●障害福祉なんでも相談室　専門家による障害
に関する相談です。相談支援事業者の社会福祉
士、精神保健福祉士などの資格をもつ相談員が
相談に応じています。
▶相談日時　
●知的障がい者（児）相談
毎週火曜日　10：00 ～ 12：00
●精神障がい者（児）相談
毎週金曜日　10：00 ～ 12：00
※祝日を除く。
▶予約・問合せ　予約が必要です
総合相談窓口　☎０７９（４３０）６０００
●障がい者相談員相談　同じような悩みや経験
をしている人に相談したいときにご利用くださ
い。障がいのある人またはその家族が相談に応
じています。
▶相談日時　
●知的・精神・発達障がい者（児）相談
毎月第２火曜日　13：00 ～ 14：30　
●身体障がい者（児）相談
毎月第４土曜日　10：00 ～ 11：30　
※祝日の場合は振替日があります。
▶問合せ   予約不要。直接福祉会館へお越しく
ださい
総合相談窓口　☎０７９（４３０）６０００

協会けんぽ兵庫支部の保険料率が改定されます
中小企業などで働く従業員やその家族が加入
している健康保険＝協会けんぽは、令和２年
度の保険料（４月納付分）から変更となります。
・健康保険料率　10.14％ → 据え置き
・介護保険料率　  1.73％ → 1.79％
▶問合せ　協会けんぽ兵庫支部
　　　　　☎078（252）8701

情
報
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ペ
ー
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令
和
２
年
度
介
護
保
険
料

の
お
知
ら
せ

　

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以

上
の
人
）
の
保
険
料
は
、
市
町

村
民
税
の
課
税
区
分
（
課
税
・

非
課
税
）
お
よ
び
前
年
の
合
計

所
得
金
額
な
ど
に
基
づ
き
決
定

す
る
た
め
、
こ
れ
が
確
定
す
る

６
月
以
降
で
な
け
れ
ば
決
ま
り

ま
せ
ん
。

　
そ
の
た
め
、
特
別
徴
収
の
人

の
４
月
の
保
険
料
は
、
基
本
的

に
令
和
２
年
２
月
の
保
険
料
と

同
額
を
徴
収
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　
仮
徴
収
額
の
通
知
は
、
省
略

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
普
通
徴
収
に
よ
り
納
付
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
平
成
31
年
度

の
保
険
料
額
を
基
に
第
１
期

（
４
月
）
分
の
保
険
料
を
徴
収

し
ま
す
の
で
、
４
月
中
旬
に
１

回
分
の
納
付
書
（
通
知
書
）
を

送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
令
和
２
年
度
の
介
護

保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
、
６

月
中
旬
に
送
付
い
た
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９（
４
３
５
）２
５
８
２

税

令
和
２
年
度
固
定
資
産
の

縦
覧
・
閲
覧

●
固
定
資
産
の
縦
覧
制
度

　

納
税
者
が
「
土
地
・
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
」
に
よ
り
、
町

内
に
あ
る
他
の
土
地
や
家
屋
と

自
己
の
資
産
の
価
格（
評
価
額
）

を
比
較
し
て
確
認
し
て
い
た
だ

く
制
度
で
す
。

▼
縦
覧
期
間　

４
月
１
日
㈬
～

６
月
１
日
㈪

▼
場
所　
税
務
グ
ル
ー
プ

▼
必
要
な
書
類　
前
年
度
の
納

税
通
知
書
や
運
転
免
許
証
な
ど

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
代

理
人
の
場
合
は
委
任
状
、
法
人

は
申
請
書
に
代
表
者
印
ま
た
は

会
社
印
の
押
印
が
必
要
）

●
固
定
資
産
の
閲
覧
制
度

　

納
税
義
務
者
な
ど
が
「
固
定

資
産
名
寄
帳
兼
課
税
台
帳
」
に

よ
り
、
固
定
資
産
税
の
課
税
内

容
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
制
度

で
す
。
縦
覧
期
間
中
は
無
料
で

閲
覧
で
き
ま
す
。

▼
必
要
な
書
類　
前
年
度
の
納

税
通
知
書
や
運
転
免
許
証
な
ど

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
代

理
人
の
場
合
は
委
任
状
、
法
人

は
申
請
書
に
代
表
者
印
ま
た
は

会
社
印
の
押
印
が
必
要
）

※
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

で
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登

録
さ
れ
た
価
格
に
不
服
が
あ
る

場
合
は
、
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
に
審
査
の
申
し
出
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、

審
査
の
申
し
出
に
は
期
間
制
限

が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
税
務
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９（
４
３
５
）０
３
５
８

暮
ら
し

令
和
２
年
度　

住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
助
成
制
度　
４
月
１
日
よ
り

助
成
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

▼
助
成
対
象
工
事　
町
内
に
住

民
登
録
の
あ
る
人
が
、
ご
自
分

の
居
住
し
て
い
る
住
宅
を
、
町

内
業
者
の
施
工
に
よ
り
改
築
、

修
繕
、
模
様
替
え
、
設
備
改
善

な
ど
を
行
う
も
の
で
、
工
事
費

（
消
費
税
を
除
く
）
が
20
万
円

以
上
の
工
事

▼
助
成
金
額　
工
事
費
の
10
分

の
１
（
上
限
10
万
円
）

▼
申
請
手
続
き　

申
請
書
、
工

の
管
理
運
営
を
目
的
と
し
て
、

期
日
前
投
票
所
の
増
設
、
共
通

投
票
所
の
導
入
、
投
票
区
の
再

編
及
び
投
票
所
の
再
選
定
な
ど

の
取
り
組
み
を
検
討
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
計
画
に
つ
い
て
、

選
挙
人
の
皆
さ
ま
の
ご
意
見
、

ご
提
案
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見

公
募
）
を
行
い
ま
す
。

▼
応
募
期
間　

３
月
９
日
㈪
～

４
月
９
日
㈭

▼
応
募
資
格　
播
磨
町
に
在
住

の
人

▼
提
出
方
法　
意
見
提
出
様
式

に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
E

メ
ー
ル
、
F
A
X
、
郵
送
ま
た

は
持
参
に
よ
り
ご
提
出
く
だ
さ

い
。
意
見
募
集
の
対
象
と
な
る

政
策
案
や
各
提
出
方
法
の
詳
細

は
、
播
磨
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

▼
問
合
せ　
播
磨
町
選
挙
管
理

委
員
会

☎
０
７
９（
４
３
５
）０
３
５
７

募
集

自
衛
官
募
集

▼
種
目　

①
技
術
海
上
幹
部
・

技
術
航
空
幹
部
②
技
術
海
曹
・

技
術
空
曹

▼
応
募
資
格　
①
大
卒
以
上
の

人
で
、
応
募
資
格
に
定
め
ら
れ

た
学
部
・
専
攻
学
科
な
ど
を
卒

業
後
、
２
年
以
上
の
業
務
経
験

の
あ
る
人
②
20
歳
以
上
の
人
で

国
家
免
許
資
格
取
得
者
な
ど

▼
受
付
期
間　
①
②
４
月
17
日

㈮
～
５
月
22
日
㈮

▼
試
験
期
日　
①
６
月
22
日
㈪

②
６
月
19
日
㈮

▼
申
込
み
・
問
合
せ

自
衛
隊
兵
庫
地
方
協
力
本
部

☎
０
７
９（
４
２
６
）３
２
９
０

日
本
非
核
宣
言
自
治
体
協
議
会

親
子
記
者
事
業
参
加
者
募
集

　
長
崎
原
爆
犠
牲
者
慰
霊
平
和

祈
念
式
典
に
参
列
し
、
取
材
し

て
新
聞
を
作
成
し
ま
す
。

▼
日
程　

８
月
８
日
㈯
～
11
日

㈫▼
場
所　
長
崎
市
内

▼
対
象　
小
学
４
～
６
年
生
と

そ
の
保
護
者
（
申
込
多
数
の
場

合
は
抽
選
）

▼
費
用　
長
崎
へ
の
旅
費
は
主

催
者
が
支
給
し
ま
す

▼
締
切
日　
５
月
８
日
㈮

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

詳
細
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

の
う
え
、
メ
ー
ル
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い

日
本
非
核
宣
言
自
治
体
協
議
会

事
務
局
（
長
崎
市
平
和
推
進
課

内
）

☎
０
９
５（
８
４
４
）９
９
２
３

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://
w

w
w

.nucfreejapan.com

Ｅ
メ
ー
ル　

info@
nucfree

japan.com

保
健

40
～
57
歳
の
男
性
は
要
確
認
で
す

大
人
の
風
し
ん
抗
体
検
査
・

予
防
接
種

　
公
的
な
予
防
接
種
を
受
け
る

機
会
が
な
か
っ
た
昭
和
37
年
４

月
２
日
～
54
年
４
月
１
日
に
生

ま
れ
た
男
性
の
、
風
し
ん
抗
体

保
有
率
が
他
の
世
代
に
比
べ
て

低
い
た
め
、
令
和
４
（
２
０
２

２
）
年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間

に
限
り
、風
し
ん
抗
体
検
査（
十

分
な
抗
体
が
な
い
人
は
予
防
接

種
）
の
機
会
を
設
け
ま
す
。

①
抗
体
検
査

　
医
療
機
関
な
ど
で
風
し
ん
抗

体
検
査
（
職
場
の
健
診
な
ど
で

も
受
け
ら
れ
ま
す
）

②
予
防
接
種

　
風
し
ん
抗
体
検
査
が
陰
性
の

場
合
、
風
し
ん
の
予
防
接
種
が

で
き
ま
す
。

※
①
②
と
も
、
ク
ー
ポ
ン
券
が

必
要
で
す
。

▼
費
用　

風
し
ん
抗
体
検
査
、

風
し
ん
予
防
接
種
と
も
に
無
料

▼
場
所　
全
国
の
実
施
機
関

（
詳
し
く
は
、厚
生
労
働
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

▼
対
象　
昭
和
37
年
４
月
２
日

～
54
年
４
月
１
日
生
の
播
磨
町

民
の
男
性
で
、
風
し
ん
抗
体
検

査
及
び
予
防
接
種
の
ク
ー
ポ
ン

券
を
過
去
に
使
用
し
て
い
な
い

人▼
ク
ー
ポ
ン
券
の
発
行

・
昭
和
37
年
４
月
２
日
～
昭
和

47
年
４
月
１
日
生
の
人
に
は
、

ク
ー
ポ
ン
券
を
４
月
上
旬
に
郵

送
し
ま
す
。

・
昭
和
47
年
４
月
２
日
～
昭
和

54
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人
に

は
、
ク
ー
ポ
ン
券
を
６
月
ご
ろ

に
郵
送
し
ま
す
。

※
抗
体
検
査
及
び
予
防
接
種
を

ク
ー
ポ
ン
券
が
届
く
前
に
希
望

す
る
人
は
、
す
こ
や
か
環
境
グ

ル
ー
プ
窓
口
で
、
ク
ー
ポ
ン
券

を
発
行
し
ま
す
。
朱
肉
を
使
う

印
鑑
と
本
人
確
認
の
で
き
る
も

の
（
代
理
の
場
合
は
、
代
理
人

の
本
人
確
認
で
き
る
も
の
と
委

任
状
が
必
要
）
を
お
持
ち
の
う

え
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

す
こ
や
か
環
境
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９（
４
３
５
）２
６
１
１

歯
周
病
検
診

▼
対
象　

今
年
度
中
に
40
歳
・

50
歳
・
60
歳
・
70
歳
に
な
る
播

磨
町
民

▼
日
程　
案
内
到
着
日
～
令
和

３
年
２
月
28
日

▼
場
所　
播
磨
歯
科
医
師
会
協

力
医
療
機
関（
播
磨
町・稲
美
町・

加
古
川
市・高
砂
市
医
療
機
関
）

▼
内
容　

歯
周
病
検
診
（
歯
周

の
腫
れ
、
歯
周
ポ
ケ
ッ
ト
の
深

さ
を
み
ま
す
）、
Ｐ
Ｍ
Ｔ
Ｃ

※
Ｐ
Ｍ
Ｔ
Ｃ
と
は
、
歯
の
表
面

の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
す
。
歯
面

と
そ
の
周
辺
の
歯
垢
を
除
去
し
、

む
し
歯
・
歯
周
病
の
予
防
効
果

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
歯
の
着

色
を
落
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▼
受
診
方
法　
歯
周
病
検
診
協

力
医
療
機
関
に
電
話
で
必
ず
予

約
の
う
え
、
受
診
し
て
く
だ
さ

い▼
検
診
費
用　
無
料

▼
受
診
券
の
交
付　
対
象
と
な

る
人
に
は
４
月
上
旬
に
受
診
券

と
検
診
案
内
を
郵
送
し
ま
す

▼
問
合
せ

す
こ
や
か
環
境
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９（
４
３
５
）２
６
１
１

事
内
容
の
分
か
る
設
計
図
面
、

町
内
事
業
者
か
ら
の
工
事
見
積

書
、
工
事
予
定
箇
所
の
写
真
を

住
民
グ
ル
ー
プ
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い

▼
注
意
事
項

・
申
請
時
に
す
で
に
着
工
・
完

了
し
て
い
る
工
事
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん

・
町
の
他
の
補
助
・
助
成
を
重

複
し
て
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
る
人
は

申
請
で
き
ま
せ
ん

・
播
磨
町
に
お
け
る
暴
力
団
の

排
除
の
推
進
に
関
す
る
条
例

（
平
成
24
年
条
例
第
13
号
）
第

２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力

団
員
は
申
請
で
き
ま
せ
ん

・
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
は
、
１
人

１
回
、
１
住
宅
１
回
限
り
で
す

・
工
事
は
令
和
３
年
３
月
31
日

ま
で
に
完
了
し
て
く
だ
さ
い

▼
問
合
せ　
住
民
グ
ル
ー
プ
地

域
振
興
チ
ー
ム

☎
０
７
９（
４
３
５
）２
３
６
４

投
票
環
境
の
充
実
と
効
率

的
な
選
挙
の
管
理
運
営
に

向
け
て
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
ま
す

　
播
磨
町
選
挙
管
理
委
員
会
で

は
、
公
職
選
挙
に
お
け
る
投
票

環
境
の
充
実
と
効
率
的
な
選
挙

５月からペイペイでも町税の納付ができます
　５月１日から、スマートフォンなどで納税ができる「Ｐ
ａｙＢ（ペイビー）・ＬＩＮＥＰａｙ（ラインペイ）」に加え
て「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」で納税ができるサービスを
開始します。
　ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）は、納付書のバーコードをス
マートフォンやタブレットなどで読み取るだけで、事前
にチャージしておいた金額から手数料不要で支払いがで
きます。
　納付書を金融機関やコンビニエンスストアの窓口に
持って行く必要なく納税ができ、さらにＰａｙＰａｙ（ペ
イペイ）ボーナスが付与される場合があります。
▶対象税目　町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国
民健康保険税
※１枚30万円以下の納期限を過ぎていない納付書が使用
できます。
※操作方法、ＰａｙＰａｙボーナスなど詳しくはＰａｙ
Ｐａｙのホームページでご確認ください。
※アプリケーションのインストールや利用決済時の通信
料はかかります。
▶問合せ　税務グループ☎０７９（４３５）０３５８

応急手当を学ぶ救命講習
①普通救命講習　▶内容　止血法などの応急手当、成人を対象とした心肺蘇生法とＡＥＤの使い方　▶日時 ４月18
日（土）、22日（水） 9：00～12：00（事前に市ホームページ上のWEB講習で学習した人は9：00～11：00）　②上級救
命講習　▶内容　ＡＥＤを使用した成人・小児・乳児の心肺蘇生法、止血法などの応急手当　※修了証を交付します。

▶日時　４月26日（日）9：00～17：00　【共通事項】 ▶場所　加古川市防災センター　▶対象　播磨町、稲美町、加
古川市に在住か在勤の人　▶定員　先着各30人　▶申込期限　講習会開催の前日　※月曜日、第３日曜日、祝日は
休館日のため申し込み、問い合わせはできません。　▶問合せ　加古川市防災センター☎０７９（４２３）０１１９
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